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又
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仁

第
六
十
八
条
の
九
十
二
第
十
四

第
一
寝
か
ら
第
三
噴
ま
で
及
、
び
第
八
項

第
六
十
八
条
の
九
十
一
一
一
の

第
七
頃
か

課
税
務
金
額

項

か
ら
第
十
項
ま
で

噴鰐
/¥ 

十
八
条
の
九
十

第
十
五

ら
第
九
項
ま
で

第
一
寝
か
ら
第
一
一
一
項
ま
で
及
、
ひ
第
八
項
第
六
十
八
条
の
九
十
一
一
一
の
国
第
七
項
か

ら

鰐

九

璃

ま

で

の

規

定

の

…

か
ら
第
十
項
ま
で
の
競
定
の

品問項

黒
門
条
第
十
一
一
噴
に
お

て
準
用
す
る
前

寝

第
一
墳
か
ら
第
一
一
一
一
棟
ま
で
及
び
第
八
項
一
部
条
第
七
一
唄
か
ら
第
九
壊
ま
で
の
規
定
一

一
を

か
ら
第
十
現
ま
で
の
嬬
定
を

第
六
十
八
条
の
九
十
三
の
盟
第

寝
中
「
当
該
連
結
法
人
に
係
る
特
定
外
彊
法
人
」
を
「
第
一
項
か
も
第
三
項
ま
で
に
規

定
ず
る
外
盟
諸
人
」
に
、

「
第
六
十
六
条
の
九
の
間
第
一
一
一
環
第
一
一
号
」
を
「
第
六
十
六
条
の
九
の
開
第
四
寝
第
二
号
」
に
改

め
、
間
叩
殺
を
問
問
条
簸
蕊
噴
と
し
、
出
向
条
第
三
樹
中
「
前
ニ
環
」
を
「
前
…
一
一
議
」
に
改
め
、
向
調
第
一
号
中
「
特
定
外
悶
法
人

に
係
る
悟
部
課
税
対
象
金
額
で
」
を
「
外
国
法
人
に
係
る
留
別
課
税
対
象
金
額
又
は
掴
別
部
分
課
税
対
象
金
額
で
、
」
記
、

霊童

九



。

吋
特
捜
外
関
法
人
か
ら
い
を
吟
「
外
悶
法
人
か
ら
い
に
攻
め
、

鳴
い
を
加
え
、

「
特
定
外
閣
法
人
の
い
を
「
外
活
法
人
の
い
に
、 「

第
六
十
八
条
の
九
十
三
の
一
一
第
一
一
場
」
の
下
に
「
又
は
第
四

「
第
六
十
六
条
の
八
鱗
三
現
第
二
竺
を
「
第
六
十
六
条

の
八
第

現
第
二
ぎ
に
読
め
、

「次ロヴ」

の
下
に

「
及
、
び
第
十
項
」
を
加
え
.
問
項
第
三
号
中
「
紙
特
定
外
罷
法
人
に
係
る

鶴
間
謀
説
対
象
金
額
で
」

を
「
外
国
法
人
に
係
る
額
損
諜
税
対
象
金
額
又
は
個
別
部
分
課
税
対
象
金
額
で
、
」
に
、

「
第
六
十
八
条
の
九
十
三
の
二
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
密
項
」
を

「
特
定

外
冨
法
人
か
ら
」

を
「
外
国
法
人
か
ら
」
に
改
め
、

加
え
、

「
特
定
外
国
法
人
の
」
を
「
外
国
法
人
の
」
に
、

「第
4

項
又
は
前
理
円
前
段
」
を
「
日
間
…
一
環
」
に
改
め
、
部
門
悩
慣
を
山
内

条
第
醤
寝
と
し
、
持
条
捕
ニ
璃
の
次
に
次
の
一
墳
を
加
え
る
。

3 

特
強
間
関
捺
株
主
等
で
あ
る
連
結
法
人
が
外
調
法
人
か
ら
焚
け
る
騨
余
金
の
配
当
等
の
犠
〈
法
人
税
法
第
八
十
一
条
の
一
一
…

簿
一
績
の
焼
定
む
よ
り
同
墳
に
規
定
す
る
偶
知
識
金
額
を
…
計
算
す
る
場
合
北
お
け
る
問
法
第
一
…

定
の
遊
間
m
を
受
け
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
墳
に
お
い
て
陪
じ
。
〉
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
剰
余
金
の
配
当
等
の
額

の
う
ち
当
該
外
国
法
人
に
係
る
特
定
個
別
課
税
対
象
金
額
に
達
す
る
ま
で
の
金
額
は
、
当
該
連
結
法
人
の
各
達
結
事
業
年

三
条
の
ニ
欝
…
一
瑠
れ
の
規

度
の
連
結
一
病
得
の
金
額
の
計
算
上
、
益
金
の
額
に
算
入
し
な
い
。

第
六

八
条
の
九
十
六
の
二
を
削
る
。

。

、
d恥

'‘ 
e 
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第
穴
十
八
条
の
九
十
八
第
一
項
中
「
平
成
二
十
二
年
一
一
一
月
三
十
一
日
い
を
「
平
成
…
一
十
四
年
一
一
一
月
一
一
一
十
一
日
」
に
挟
め
、

問
項
第
一
口
守
中
「
で
み
る
も
の
」
の
下
に
「
(
当
該
連
結
事
業
年
度
挟
了
の
時
に
お
い
て
同
法
第
六
十
六
条
第
六
項
第
二
号

に
掲
げ
る
法
人
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
)
」
を
加
え
る
。

第
六
十
八
条
の
週
二
第
一
一
明
中
「
を
瑚
按
連
絡
親
法
人
又
は
」
を
「
を
当
謀
議
結
親
法
人
若
し
く
は
」
に
改
め
、
河
条
第

一
一
一
寝
中
「
溜
格
分
社
型
分
割
、
」
を
「
適
格
分
制
的
、
い
に
、

「
溜
格
事
後
設
立
」
を
忍
閥
横
現
物
分
総
」
に
、

「
適
機
分
社

型
分
割
等
」
を
「
連
絡
分
富
等
」
に
改
め
、

「
分
割
承
継
法
人
等
(
」
を
揺
り
、

「
披
事
後
設
立
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
期
間
じ
。
)
」
を
「
被
現
物
分
記
法
人
」
に
改
め
、
同
条
第

寝
中
「
第
七
項
」
を
「
第
七
項
第
二
号
」
一
に
改

め
、
同
条
第
一
点
慣
例
市
町
「
次
の
各
吟
に
掲
げ
る
連
絡
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該
各
号
に
定
め
る
い
を
で
っ
ち
、
次
は
掲
げ
る
」

に
改
め
、
問
項
第
一
号
中
「
連
結
事
業
年
度

そ
の
」
を
「
連
結
事
業
年
震
に
お
け
る
そ
の
」
む
改
め
、

当
該
い
を
「
連
結
事
幾
年
波
に
お
け
る
調
該
」
に
改
め
、
問
現
第
二
号
や

「
連
結
事
業
年
産

問
項
第
三
凶
守
中
「
連
結
事
業
年
度

当
該
」

を
「
連
結
事
業
年
震
に
お
け
る
当
該
」
に
改
め
、
向
号
を
同
項
第
西
号
と
し
、
問
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

摘
算
出
?
の
連
絡
子
治
人

第
六
十
八
条
の
蕗
一
一
第
六
項
中
「
溜
格
分
社
沼
地
分
割
等
」
そ
「
適
格
分
都
又
は
蹴
格
現
物
出
潔
」
に
、

門
分
割
承
継
法
人

悶



立詩

等
」
晶
化
「
分
倒
的
承
継
法
人
又
は
被
現
一
物
出
資
法
入
」
に
絞
め
、
部
門
条
第
七
環
中
「
第
卜
五
条
の
一
‘
第
一
項
本
文
い
を
刊
第
十

五
条
の
ぺ
第
一
一
場
」
に
、

「
〈
適
格
分
割
型
分
割
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
適
格
分
割
型
分
割
の
日
が
連
絡
親
法
人
事
業
年
産
関

始
の

B
で
あ
る
場
合
の
当
該
適
格
分
割
型
分
割
に
限
る
J

)

、
選
格
現
物
出
資
又
は
適
格
事
後
設
立
(
円
以
下
と
の
条
に
お
い

て
「
遥
格
合
併
等
」
と
い
う
。
)
」
を
「
又
は
適
格
現
物
出
資
」
に
、

「
適
格
合
併
等
の
」
を
「
適
格
合
併
、
適
格
分
割
又

は
適
格
現
物
出
資
の
一
い
に
、

「
適
格
合
併
等
に
」
を
「
遺
跡
併
合
様
、
議
格
分
割
又
は
適
権
現
物
出
資
に
い
に
、

「
、
被
現
物

出
資
法
人
又
は
被
挙
後
設
立
法
人
〈
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
合
併
法
人
等
い
と
い
う
。
〉
」
仙
台
「
又
は
被
現
物
出
潔
法

人
ん
に
改
め
、
府
内
寝
第
一
一
号
を
隣
り
、
問
現
筋
三
間
吋
山
ヤ
ヨ
鴻
絡
分
社
製
分
割
等
い
そ
「
滴
格
分
割
又
は
適
格
現
物
出
資
」

ゆ
」
、

ー

「
分
倒
的
承
継
掠
人
等
い
を
「
分
割
承
継
法
人
又
は
被
税
物
出
資
法
人
い
に
改
め
、
問
号
そ
問
璃
第
一
一
号
と
し
、
前
条
第

八
璃
中
「
適
絡
分
社
務
一
分
艶
等
」
を
「
適
格
分
割
又
は
適
格
現
物
車
糞
」
に
、

又
は
被
現
物
出
資
法
人
」
に
、

「
分
割
承
継
法
人
等
」
を
「
分
割
承
継
法
人

「
、
適
格
現
物
出
資
又
は
適
格
事
後
設
立
」
を
「
又
は
適
格
現
物
出
資
」
に
改
め
、
日
間
条
第

九
項
中
「
合
併
法
人
等
が
」
を
「
合
併
法
人
、
分
割
承
継
法
人
又
は
接
現
物
出
資
法
人
が
」
に
、

併
等
」
を
「
合
併
法
人
、
分
割
承
継
法
人
又
は
被
現
物
出
資
法
人
の
適
格
合
併
、
鴻
格
分
割
又
は
溜
格
現
物
出
資
い
に
改

「
合
併
法
人
等
の
適
格
合

め
、
開
条
第
十
一
環
中
「
議
絡
分
社
担
分
割
等
い
を
「
瀬
格
分
鶴
等
」
託
、

「
分
割
承
継
法
人
等
い
を
「
分
謡
承
畿
法
人
、

O 
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被
現
物
出
資
法
人
又
は
被
現
物
分
配
法
人
」
に
改
め
、
開
条
第
十
二
項
中
「
合
併
防
法
人
等
」
を
「
合
併
法
人
、
分
割
前
承
継
法

人
又
泊
被
現
物
出
資
法
人
い
に
改
め
、

同
理
第
題
号
中
「
、
連
結
子
法
人
の
」

の
下
に
「
破
産
手
続
開
始
の
決
定
に
よ
る
」

そ
加
え
、

「
解
散
の
n
u
が
い
を
「
破
腹
手
続
搬
開
始
の
決
定
の
日
が
」
に
改
め
、
府
内
条
第
十
宜
寝
中
「
適
格
合
併
等
に
よ
り
」

を
「
適
格
合
併
、
議
格
分
割
、
滴
格
現
物
部
紫
又
は
適
格
現
物
分
配
〈
以
下
と
の
磯
に
お
い
て
「
適
格
合
併
等
い
と
い

う
。
)
に
よ
り
」
に
、

「
合
併
法
人
等
」
を
「
金
詐
法
人
、
分
割
承
継
法
人
、
被
務
物
市
資
法
人
文
は
被
現
物
分
麗
法
人
」

「
事
後
設
立
法
人
」
を
「
現
物
分
記
法
人
」
に
改
め
、
同
条
第
十
八
項
中
「
遺
務
分
社
型
分
割
等
」
を
「
適
格
分
裂

伊
」
、

附
一
ど
に
改
め
、

同
条
第
十
九
項
中
「
適
格
分
社
整
分
割
等
」
を
「
適
格
分
説
又
は
連
絡
現
物
出
資
」
に
改
め
る
。

第
六
十
八
条
の
吉
一
一
の
一
一
第
二
夜
中
「
平
成
ニ
十
一
一
年
三
月
三
十
一
日
い
を
「
平
成
一
一
十
冊
年
三
月
三
十
‘

E
」
に
改
め

る
第
六
十
八
条
の
吾
四
第
一
項
中
「
第
十
五
条
mw
一
一
第
一
一
嶋
本
文
」
を
「
第
十
五
条
の
こ
第
一
一
明
」
に
、

「
第
八
十
一
条
の

四
第
一
ニ
項
」
を
「
第
八
十
一
条
の
四
第
四
沼
J

に
改
め
る
。

第
六
十
八
条
の
百
九
の
二
第
一
項
中
「
第
六
十
一
条
の
二
第
二
項
」

の
下
に
「
及
び
第
十
六
項
」
を
加
え
、

日
間
条
第
二
項

中
「
分
欝
法
人
の
株
主
等
に
い
を
「
法
人
程
法
第
ニ
条
第
十
ニ
号
の
九
イ
に
議
定
す
る
分
割
対
価
資
産
と
し
て
」
に
、

法

四
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人
税
法
い
を
「
同
法
」
に
放
め
、

「
〈
議
核
総
主
一
等
に
対
す
る
際
条
第
四
唱
に
規
定
す
る
鰐
余
金
の
配
当
等
と
し
て
交
付
さ

れ
た
開
璃
む
視
結
す
る
分
割
対
側
資
藤
以
外
の
金
銭
そ
の

の
資
産
を
除
く
。
)
」
そ
制
的
り
も

「
と
あ
る
の
は
、
」
を
「
と

あ
る
の
は
い
に
改
め
、

「
除
く
。
」
と
」

の
下

条
第
卜
六
項
小
「
及
、
び
第
四
項
」
と
あ
る
の
辻

「
、
第
四
蕗
(
」

と

「
金
銭
等
不
交
付
分
割
型
分
割
」
と
あ
る
の
は

「
金
銭
等
不
交
村
分
割
型
分
割
及
び
租
税
持
到
措
蜜
法
第
六
十
八
条
の

の
二
第
二
項
(
特
定
の
合
併
等
が
行
わ
れ
た
場
合
の
株
主
等
の
課
税
の
特
例
)
に
規
定
す
る
特
定
分
裂
翠
分
割
」
と
、

「
罷
条
第
一
項
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
題
条
第
一
項
第
三
号
」
と
」
を
加
え
、
同
条
第
一
一
一
壌
市
中
「
と
き
は
い
の
下

当
諮
問
株
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
」
を
加
え
、

「
第
六
ト
一
条
の
二
第
九
噴
い
を
「
第
六
十
一
条
の

A

…
第
八
瑛
及
、
び
鱗

-'-'--
/¥ 

一
条
の
十
二
期
‘
項
」

に
政
め
る
。

一
欝
一
瀦
中
「
吋
削
当
等
い
を
「
「
規
恕
す
る
艶
当
等
い
に
改
め

第
六
十
八
条
の
百
十
第
一
明
及
、
び
第
六
十
八
条
の

る
第
六
十
九
条
の
と
第
一
一
間
叩
パ
小
「
閑
税
遇
制
法
第
十
九
条
第
三
壊
に
議
定
す
る
い
を
削
り
、
同
条
第
一
…
項
中
「
冨
税
遇
制
開
法

第
十
八
条
第
一
一
嘆
に
競
定
す
る
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
第
一
号
中
「
日
開
法
第
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
」
を
家
り
、
民
間

条
第
五
項
第
一
号
中
「
国
税
通
刑
法
第
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
」
を
削
る
。

O 

w 

b 
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第
六
十
九
条
む
図
第
一
項
中
「
。
第
三
項
」
を
「
。
需
項
」
に
改
め
、

「
定
め
る
も
の
(
」

の
下
に
「
特
定
事
業
用
宅
地

等
、
特
定
居
住
舟
宅
地
等
、
特
定
問
族
会
社
事
業
活
宅
地
等
及
、
ひ
貸
付
事
業
用
宅
地
等
に
譲
る
。
」
を
加
え
、
同
事
第
二
号

中
吋
前
向
吋
に
掲
げ
る
小
規
模
宅
地
等
以
外
の
」
を
「
議
付
世
帯
暗
殺
用
宅
地
等
で
あ
る
」
に
改
め
、
開
条
第
ニ
現
第
、
一
号
中
「
以

ド
こ
の
噴
い
を
「
策
関
間
口
巧
い
に
改
め
、
問
璃
第
一
一
一
口
守
中
吋
特
定
事
難
用
等
培
地
等
及
、
出
特
定
印
刷
柱
照
明
地
等
以
外
の
特
倒
的
対

象
宅
地
等
(
以
ド
乙
の
斑
目
立
お
い
て
「
特
定
特
輯
対
象
宅
地
等
」
と
い
う
。
〉
」
を
「
貸
付
事
業
用
宅
地
帯
」
に
改
め
、

項
第
四
号
中
「
特
定
特
掛
荒
象
宅
地
等
」
を
「
室
付
事
業
用
宅
地
等
」
に
改
め
、

遺
贈
に
よ
り
当
該
宅
地
等
を
取
得
し
た
個
人
の
う
ち
に
、
」
を
削
り
、

需
条
第
三
項
第
一
口
可
中
「
当
該
相
続
又
は

「
イ
に
お
い
て
」
を
「
イ
及
び
第
四
号
(
ロ
を
除

く
。
〉
に
お
い
て
」
仁
、

「
が
い
る
場
合
の
当
該
宅
地
紘
一
ー
を
吋
が
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
取
得
し
た
も
の
い
に
、

「
も
の

に
」
そ
「
部
分
に
」
に
改
め
、
問
号
口
中
吋
親
娘
が
瓶
一
設
い
を
吋
桃
山
相
続
人
の
親
挟
が
当
該
い
に
改
め
、

「
死
亡
の
話
。
い

の
-
ト
に
「
第
毘
号
イ
を
除
き
、
」
を
加
え
、

間
環
第
二
号
中
吋
で
、
当
該
相
続
又
誌
遺
難
民
よ
り
当
骸
宅
地
紘
一
叩
を
取
得
し
た

個
人
の
う
ち
に
」
を
「
(
当
該
宅
地
等
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
宅
地
等
に
限
る
。
)
で
」
に
、

「
が
い

る
場
合
の
当
該
宅
議
等
」
を
「
が
相
続
又
法
違
謹
に
よ
り
取
得
し
た
も
の
」
に
、

「
も
の
」
を
「
部
分
」
に
改
め
、

問
問
項
第

一
…
…
号
中
吋
照
明
続
問
開
始
産
前
」
を
「
相
続
開
始
の
箪
誘
い
に
、

「
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
当
該
宅
地
等
を
取
縛
し
た
短
大
の
う

問一一一辺
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ち
に
宅
該
被
相
続
人
の
親
族
(
計
約
務
省
令
で
定
め
る
者
に
揺
る
。
)
が
お
り
、
当
該
宅
地
等
を
取
指
揮
し
た
当
該
親
族
」

を

「
宅
地
等
を
指
続
又
は
遺
鰭
に
よ
り
取
得
し
た
当
該
被
相
相
続
人
の
親
族
(
財
務
省
令
で
定
め
る
者
に
眠
る
。
)
」
に
、

「
場
合
の
当
該
宅
地
等
」
を
「
も
の
」
に
、

当

該
宅
地
等
を
有
じ
」
を
「
有
し
」
に
、

「
も
の
」
を
「
部
分
」
に
改
め
、
再
現

に
次
の
一
口
げ
を
加
え
る
。

四

貸
付
事
業
用
宅
地
等

被
和
締
人
等
の
事
業
〈
不
動
藤
裁
付
讃
そ
の
他
政
令
で
z
絞
め
る
も
の
に
捌
似
る
。

こ
の
同
行

に
お
い
で

「
議
付
事
濃
い
と
い
う
。
〉
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
宅
地
等
で
、
次
に
掲
げ
る
削
減
件
の
い
ず
れ
か
を
瀦
た
す

諸
説
被
相
続
人
の
親
議
が
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
取
得
し
た
も
の

〈
特
定
伺
技
会
社
事
業
用
弔
地
等
を
黙
さ
、
政
令
で

定
め
る
部
分
に
綬
る
。
〉
を
い
う
。

イ

当
該
親
族
が
、
語
読
謂
捨
持
か
ら
申
告
期
限
ま
で
の
間
に
当
該
宅
地
等
に
揺
る
被
相
続
人
の
貸
付
事
業
を
間
引
き
継

ぎ
、
申
告
期
摂
ま
で
引
き
続
き
当
該
宅
地
等
を
有
し
、

か
っ
、
き
該
貸
付
事
業
の
用
に
供
し
て
い
る
こ
と
。

ロ

当
一
核
被
拍
相
続
人
の
殺
謀
、
が
当
該
被
相
続
人
と
生
計
を
-
立

て
い
た
者
で
あ
っ
て
、
相
続
開
婚
時
か
ら
山
手
口
嬬
離

ま
で
引
き
鱗
ぎ
当
該
培
地
等
を
有
し
、

か
っ
、
相
続
調
始
前
か
ら
申
告
期
限
設
で
引
さ
続
き
当
絞
宅
地
盤
柑
を
段
誌
の

貸
付
事
業
め
般
に
供
し
て
い
る
こ
と
。

O 
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第
六
十
九
条
の
四
第
六
項
中
「
悶
税
通
期
法
第
十
八
条
第
一
一
璃
に
規
定
す
る
」
及
び
「
罰
法
第
十
九
条
第
一
…
…
項
に
競
認
す

る
」
を
翻
る
。

第
六
十
九
条
の
軍
第
七
項
中
「
関
税
遥
副
知
法
第
十
八
条
第
二
現
に
規
定
す
る
い
及
、
び
「
田
内
法
協
十
九
条
第
一
一
一
項
に
規
定
す

る
い
を
削
る
。

第
七
十
条
第
六
寝
中
「
盟
税
通
則
法
第
十
九
条
第
一
一
一
壌
に
規
定
す
る
」
を
削
り
、
間
的
条
第
七
項
中
「
冨
税
潤
則
法
第
十
八

条
第
二
項
に
規
定
す
る
」
を
隣
る
。

第
七
十
条
の
二
第
一
寝
中
勺
平
成
一
一
十
一
年
一
月
…
剖
か
ら
平
成
一
一

二
年
十
一
一
月
五
十
一
日
ま
で
い
を
「
平
成
ニ
十

年
一
月
一
一
民
か
ら
平
成
一
一
十
三
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
、

「
五
百
万
丹
い
を
「
住
活
資
金
非
課
税
際
度
額
」
に
攻

め
、
出
向
条
第
一
一
項
第
一
口
守
中
「
個
人
で
い
そ
「
錨
人
の
う
ち
」
に
、

「
で
あ
る
者
」

そ
「
で
あ
っ
て
、
鳴
該
年
の
年
分
の
所

得
税
に
係
る
一
所
持
税
法
第
二
条
第
一
隅
〆
第
一
二
十
号
の
合
計
所
得
金
棋
が
二
千
万
円
以
下
で
あ
る
者
い
に
改
め
、
関
項
に
次
の

一
号
待
」
加
え
る
。

--'-
/¥ 

住
宅
資
金
非
諜
税
銀
度
額

一
平
成
二
十
二
年
一
月
一
白
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
ニ
月
一
二
十
一
日
ま
で
の
隅
に
鰻
与
に

よ
り
住
宅
融
得
等
資
金
の
敬
欄
仰
を
し
た
特
定
瓜
又
贈
者
の
次
に
揚
げ
る
区
分
立
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
金
額
そ
い

mg
…'Fぃ
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ロ
む
掲
げ
る
者
円
以
外
の
者

千
五
一
臼
万
円

ロ

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
住
宅
取
得
等
資
金
の
贈
与
そ
受
け
た

の
み
で
あ
る
者

の
腐
す
る
年
が
一
平
成
ニ
十
一
二
年

千
万

第
七
十
条
の
一
一
第

寝
中
「
(
悶
韓
運
倒
的
措
第
十
九
条
第
一
一
一
明
に
規
定
す
る
修
正
申
告
欝
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
問
問
じ
α

〉
」
を
限
り
、
同
条
第
六
現
第
一
号
中
「
間
内
法
第
十
七
条
鱗

A

一
項
に
規
定
す
る
」
を
削
り
、
問
項
第
閉
口
汚
中
「
百

百
万
丹
」

を
「
問
条
第
二
項
第
六
号
に
想
定
す
る
住
弔
資
金
非
課
税
限
度
額
い
に
改
め
る
。

恥
門
口
い
に
改
め
、
関
門

条
第
二
項
中
「
相
続
税
法
の
」
を
「
問
訟
の
」
に
改
め
、
同
条
第
三
現
中
「
及
、
び
次
染
」
を
制
的
り
、
問
項
第
五
号
中
「
そ
の

第
七
十
条
の
三
繁
一
明
中
「
平
成
士
十
一
年
十
一
一
汗
一
二
十
一
日
い
を
「
平
成
立
十
三
年
十
ニ
月
二
一

抱
い
を
「
そ
の
鈎
の
」
に
、

吋
か
ら
当
諮
新
錦
、
取
容
又
は
増
改
築
等
」
を
「
と
の
語
魚
興
特
そ
の
般
の
指
約
に
某
一
づ
ぢ
新

築
若
し
く
は
増
改
築
等
を
す
る
場
合
又
は
当
該
政
令
で
定
め
る
者
か
ら
取
得
い
に
改
一
め
、
同
条
第
題
項
中
「
〈
関
説
遠
別
法

第
十
九
条
第
一
二
嘆
に
環
読
す
る
修
正
取
皆
様
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
内
い
お
い
て
同
じ
。
〉
」
を
削
り
、
同
条
第
六
明
快
第
一
口
守

中
「
同
法
第
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
」
安
部
る
。

。
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第
七
十
条
の
一
一
一
の
ニ
を
削
る
。

第
七
十
染
の
七
第
二
嶋
中
「
こ
の
条
の
」

を
ご
」
の
現
の
」

に
政
め
、
開
条
第
二
項
第

A

号
イ
中
「
を
い
う
。
い

の
下
に

「
ホ
及
び
」
晶
化
加
え
、
問
吟
ハ
そ
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

会
社
等
〈
当
該
会
社
及
、
引
当
議
会
社
と
政
令
で
定
め
る
特
別
の
関
係
が
あ
る
会
社
〈
以
下
こ
の
現
及
が
鶏

壊
第

十
六
号
に
お
い
て

「
特
別
加
爵
係
会
社
」

と
い
う
α

〉
を
い
う
。
ニ
に
お
い
て
再
じ
。
)

の
株
式
等
が
、
非
上
場
株
式

等
に
該
当
す
る
こ
と
。

第
七
十
条
の
七
第
‘
一
項
第
一
号
ホ
中
「
一
一
ま
で
」
を

「
ホ
ま
で
」

に
改
め
、
河
湾
号
ホ
を
向
号
へ
と
し
、
同
号
こ
の
次
に
次

の
よ
う
む
加
え
る
。

ホ

当
談
会
祉
の
特
別
関
係
会
社
が
会
社
株
第
一
一
条
鱗
一
一
悶
明
記
規
定
す
る
外
器
会
社
に
絞
当
ず
る
場
合
〈
潜
競
合
社
又

は
当
該
会
社
と
の
問
に
支
詑
関
捺
〈
会
社
が
他
の
法
人
の
発
行
措
線
式
又
捻
出
資
〈
当
核
的
の
法
人
が
有
す
る

8
日

の
株
式
等
を
除
く
。
〉

の
総
数
又
は
総
額
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
数
又
は
金
額
の
株
式
等
を
議
接
マ
〈
は
間
接
に
保

有
す
る
関
係
と
し
て
政
令
で
定
め
る
関
係
を
い
う
。
第
五
号
、
次
条
及
、
び
第
七
十
条
の
七
の
罰
第
二
壌
に
お
い
て
同

じ
。
)
が
あ
る
法
人
が
当
該
特
別
関
係
会
社
の
株
式
等
を
有
す
る
場
合
に
限
る
。
)
に
あ
っ
て
は
、
当
該
会
社
の
常

四
三
九



的
印
刷
。

持
続
湾
総
業
員
の
数
が
五
人
以
上
で
あ
る
こ
と
。

第
七
十
条
の
七
第
二
項
第
五
号
中
「
謡
額
」

の
下
に
「
(
当
該
特
椀
受
贈
非
上
場
株
式
等
と
係
る
認
定
贈
与
承
継
会
社
又

は
当
該
認
定
融
関
与
承
継
会
社
の
特
別
関
係
会
社
で
あ
っ
て
患
該
認
定
贈
与
ポ
継
会
社
と
の
間
に
支
配
関
係
が
あ
る
法
人
(
以

下
こ
の
号
に
お
い
て

「
明
監
応
贈
与
承
議
会
社
等
」
と
い
う
。
〉
が
会
社
法
第
一
一
条
第
一
一
号
に
規
定
す
る
外
悶
余
社
〈
当
該
認

建
贈
与
承
畿
会
社
の
特
別
関
係
会
社
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
)
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
法
人
の
株
式
等
を
有
す
る
場
合

に
は
、
当
該
認
定
楢

'
H
H

了
承
継
会
社
等
が
当
該
株
式
等
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
計
算
し
た
価
額
)
」
を
加
え
、

「
第
七
十
条
の
二
」
を
「
第
七
十
条
の
こ
の
こ
」
に
改
め
、

湾
事
第
七
号
イ
中
「
起
算
し
て
斗
を
削
り
、

同
号
口
中
「
飯
山

分
い
の
下
に

「
の
額
」
を
加
え
、

「
第
七
十
条
の
七
の
…
一
一
い
を
「
第
七
十
条
の
七
の
一
一
一
第
一
一
吸
い
に
紋
め
、
岡
市
制
第
八
号
イ

山
中
「
資
践
の
い
を
「
総
資
藤
の
銀
器
対
加
熱
表
に
計
上
さ
れ
て
い
る
い
に
改
め
、
問
号
口
中
「
こ
れ
ら
じ
類
す
る
資
盤
と

を
「
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ
て
い
る
藤
簿
積
額
」
に
改
め
、
同
条
第

一
二
項
中
「
を
受
け
る
特
例
受
贈
非
上
場
株
式
等
」
を
「
に
係
る
特
例
受
贈
非
上
場
株
式
等
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
経

て
」
を
「
の
資
産
で
あ
っ
て
」
に
、

「
鰻
議
彊
額
」

営
承
継
受
贈
者
又
は
」
を
「
経
営
承
継
受
難
者
又
は
附
項
の
」
に
改
め
、
符
璃
第
十
六
号
中
「
と
政
令
で
戒
め
る
特
別
の
関

係
が
あ
る
会
社
い
を
「
の
特
別
関
係
余
役
い
に
改
め
、

同
条
錦
沼
環
中
一
線
定
の
滅
用
後
受
け
る
」
品
化
断
り
、
同
条
第
六
項

O 
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中
「
経
常
承
継
受
贈
者
X
は
」
を
「
経
堂
承
盤
受
譜
者
又
は
問
項
の
」
に
改
め
、
期
間
条
第
八
項
中
「
当
該
経
営
承
題
如
相
続
人

等
又
結
当
識
経
営
相
続
承
継
受
贈
者
」
そ
「
、
当
競
経
営
承
継
相
続
人
等
若
し
く
は
当
該
経
営
相
続
承
継
受
贈
者
又
は
次
条

第
十
六
璃
〈
第
二
号
に
係
吋
令
部
分
に
蹴
る
。
〉
の
規
山
ぬ
の
適
用
に
係
る
鱒
い
ろ
に
よ
り
当
該
会
社
の
株
式
等
の
陥
取
得
そ
し
た

者
」
に
改
め
、
開
条
鵠
十
現
中
「
問
明
恨
の
規
定
の
満
期
を
受
け
る
」
を
「
向
壌
の
い
に
改
め
、
問
条
第
十
四
寝
鶏
七
号
中

「
に
は
、
当
該
株
式
又
は
」

を
「
に
辻
、
当
該
認
め
る
と
き
又
は
当
該
株
式
若
し
く
は
」
に
改
め
、

「
な
お
」
を
制
約
り
、
間

条
第
十
七
項
及
、
び
第
二
十
五
項
中
「
経
営
承
経
受
贈
者
又
は
」
を
「
経
営
承
継
受
贈
者
又
は
向
項
の
」
に
改
め
る
。

第
七
十
条
の
七
の
一
一
第
一
一
項
第
一
号
イ
中
「
を
い
う
。
」

の
下
に
「
ホ
及
び
」
を
加
え
、
同
号
ハ
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
o 

/¥ 

会
社
等
〈
当
議
会
社
及
"
が
当
数

A

会
社
と
政
令
で
住
め
る
特
則
仰
の
関
係
が
あ
る
会
社
〈
以
下
鱗
十
間
関
壊
ま
で
は
お
い

て

「
特
別
関
係
会
社
い
と
い
う
。
〉
を
い
う
。
ニ
に
お
い
て
同
じ
α

)

の
株
式
等
が
、
非
上
場
株
式
等
立
該
当
す
る

こ
と
。

第
七
十
条
の
七
の
二
第
二
項
第
一
号
ホ
中
「
こ
ま
で
」
を
「
ホ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
ホ
を
同
号
へ
と
し
、
百
円
号
二
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

顕
在E



立議
長意

ホ

当
絞
会
社
の
特
別
関
係
余
社
が
余
祉
法
第
一
…
条
第
一
一
号
に
規
窓
ず
る
外
悶
会
社
に
核
渇
す
る
場
合
(
現
畿
会
社
又

は
当
該
会
社
と
の
問
に
支
配
関
係
が
あ
る
法
人
が
潟
該
特
別
加
関
係
会
社
の
株
式
等
を
有
[
ず
る
相
場
合
に
罷
る
。
)
に
あ

つ
て
は
、
当
該
会
社
の
常
時
使
用
仰
従
業
員
の
数
が
五
人
以
上
で
あ
る
と
と
。

第
七
十
条
の
七
の
ニ
第
二
項
第
三
号
ロ
中
「
の

E
」
の

に
「
の
翌

E
」
を
加
え
、

同
項
第
五
号
イ
中
「
鍾
額
」

の
下
に

「
(
当
該
持
調
非
上
場
株
式
等
に
係
る
認
定
承
継
会
社
又
辻
当
該
認
定
承
継
会
社
の
特
別
関
係
会
社
で
あ
っ
て
当
該
認
定
承

継
会
社
と
の
需
に
支
記
関
係
が
あ
る
法
人
(
以
下
イ
に
お
い
て

「
認
定
承
継
会
社
等
い
と
い
う
。
〉
が
会
社
法
第
一
一
条
第
二

削
げ
に
鎮
定
す
る
外
出
出
金
杜
(
当
該
認
定
承
継
会
社
の
特
別
側
関
係
会
社
に
誠
当
す
る
も
の
に
限
る
。
〉
そ
の
縮
政
令
で
定
め
る

故
人
の
株
式
等
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
認
定
承
継
会
社
等
が
当
該
株
式
等
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
計
算
し

た
細
麟
。

口
紅
お
い
て
判
例
じ
。
〉
い
そ
加
え
、

慣
例
第
七
号
ロ

「
部
分
」

の
下
は
「
の
額
」
を
加
え
、
関
門
条
第
二
一
項
中

「
経
営
承
継
指
続
人
等
又
は
い
を
「
経
営
京
継
相
続
人
等
又
試
問
項
の
い
に
改
め
、
問
項
第
十
六
号
中
「
と
政
令
で
定
め
る

特
別
仰
の
間
関
係
が
あ
る
会
社
」
を

条
第
五
寝
中
「
経
営
承
継
相
続
人
等
又
は
」

「
の
特
別
関
係
会
社
」

に
改
め
、

日
内
条
第
四
項
中
「
規
定
の
適
用
を
受
け
る
」

を

を

「
経
営
承
難
語
義
人
等
又
詰
馬
車
ハ
の
」
に
改
め
、
同
条
第
七
寝
中
「
当
該
詔

続
に
」

を

「
第
一
一
壌
の
詔
続
又
は
遺
贈
に
」
に
、

「
第
一
一
頃
」

を
「
需
明
快
」
に
耽
め
、

同
条
第
十
寝
中
「
間
一
積
む
規
定
の
遺

O 
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閣
を
受
け
る
」
を
「
間
的
環
の
」
に
改
め
、
同
条
第
十
四
項
第
七
号
中
「
に
は
、
当
該
株
式
又
は
い
そ
「
に
は
、
当
競
認
め
る

と
き
又
誌
当
該
株
式
若
し
く
は
」
に
改
め
、

「
な
お
」
を
削
り
、
開
壊
第
十
号
中
「
倍
額
に
」
を
話
料
額
(
潜
談
特
例
非
上

場
株
式
等
に
係
る
認
定
承
継
会
社
又
は
当
誤
認
定
承
継
会
社
の
特
別
関
部
会
社
で
あ
っ
て
当
該
認
窓
承
盤
会
社
と
の
間
に
支

記
罵
係
が
あ
る
法
人
〔
以
下
と
の
号
に
お
い
て
「
認
定
承
継
会
社
等
」
と
い
う
。
〉
が
会
社
法
第
二
条
第
-
一
号
に
規
定
す
る

そ
の
趨
政
令
で
定
め
る
法
人
の
株
式
痔

を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
認
定
承
継
会
社
等
が
当
該
株
式
等
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
計
算
し
た
髄
額
)
に
」

外
患
会
社
(
当
該
認
定
承
継
会
社
の
特
別
関
係
会
社
に
該
当
す
る
も
の
に
罷
る
。
)

に
改
め
、
問
項
第
十
一
号
中
「
を
受
け
た
同
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
非
上
場
株
式
等
」
を
「
に
係
る
局
項
に
規
定
す

る
持
潟
非
上
場
株
式
等
い
に
改
め
、
同
条
第
十
六
璃
第
二
号
中
「
当
該
韓
関
非
上
場
株
式
等
」
を
「
韓
関
非
上
場
妹
式
等
」

伊
」
、

「
能
条
い
を
「
品
川
削
条
第
一
一
唄
」
に
、

「
開
条
」
を
「
開
嘆
い
に
改
め
、

間
内
条
第
十
七
項
及
び
第
一
一
十
五
項
中
「
経
営
承

継
州
相
続
λ
等
又
は
い
を
「
経
営
承
継
相
続
人
等
又
は
問
項
の
い
に
改
め
る
。

第
七
十
条
の
七
の
と
第
一
噴
出
叩
♂
化
受
け
る
特
例
受
贈
非
上
場
株
式
等
」
そ
「
に
係
る
特
例
受
贈
非
上
場
株
式
等
」
に
改

め
、
開
条
第
一
一
璃
中
「
の
溺
期
そ
焚
け
た
問
畑
恨
の
い
そ
「
に
よ
り
州
相
続
又
は
議
織
に
よ
り
取
得
そ
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る

再
現
に
一
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。

立羽
詰現



四
四
四

第
七
十
条
の
七
の
四
第
二
項
第
一
号
イ
中
「
を
い
う
」

の
下
に
「
。

へ
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
同
号
ハ
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

ノ¥

会
社
等
(
当
該
会
社
及
び
当
該
会
社
と
政
令
で
定
め
る
特
別
の
関
係
が
あ
る
会
社
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「特

別
関
係
会
社
」

と
い
う
。
)
を
い
う
。

ニ
に
お
い
て
同
じ
。
)

の
株
式
等
が
、
非
上
場
株
式
等
に
該
当
す
る
こ
と
。

第
七
十
条
の
七
の
四
第
二
項
第
一
号
ホ
中
「
会
社
等
」
を
「
会
社
」

に
改
め
、
同
号
へ
中
「
ホ
ま
で
」
を
「
へ
ま
で
」

改
め
、
同
号
へ
を
同
号
ト
と
し
、
同
号
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

J¥ 

当
該
会
社
の
特
別
関
係
会
社
が
会
社
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
外
国
会
社
に
該
当
す
る
場
合
(
当
該
会
社
又

は
当
該
会
社
と
の
問
に
支
配
関
係
が
あ
る
法
人
が
当
該
特
別
関
係
会
社
の
株
式
等
を
有
す
る
場
合
に
限
る
。
)

あ

つ
て
は
、
当
該
会
社
の
常
時
使
用
従
業
員
の
数
が
五
人
以
上
で
あ
る
こ
と
。

第
七
十
条
の
七
の
四
第
二
項
第
四
号
イ
中
「
価
額
」

の
下
に
「
(
当
該
特
例
相
続
非
上
場
株
式
等
に
係
る
認
定
相
続
承
継

会
社
又
は
当
該
認
定
相
続
承
継
会
社
の
特
別
関
係
会
社
で
あ
っ
て
当
該
認
定
相
続
承
継
会
社
と
の
聞
に
支
配
関
係
が
あ
る
法

人
(
以
下
イ
に
お
い
て

「
認
定
相
続
承
継
会
社
等
」

と
い
う
。
)

が
会
社
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
外
国
会
社
(
当
該

認
定
相
続
承
継
会
社
の
特
別
関
係
会
社
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
)

そ
の
他
政
令
で
定
め
る
法
人
の
株
式
等
を
有
す
る
場

O 
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仁

合
に
は
、
当
該
認
定
相
続
承
継
会
社
等
が
当
該
株
式
等
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
計
算
し
た
価
額
。

ロ
に
お
い
て

a

同
じ
。
)
」
を
加
え
、

同
項
第
五
号
中
「
開
始
の
日
」

の
下
に
「
の
翌
日
」
を
加
え
、

同
項
第
六
号
イ
中
「
起
算
し
て
」

を

削
り

同
号
ロ
中
「
適
用
に
係
る
」

を
「
適
用
を
受
け
る
」

に
改
め
、

「
部
分
」

の
下
に
「
の
額
」
を
加
え
、
同
条
第
七
項

第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
」
を
削
り
、

同
項
第
三
号
中
「
第
一
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
よ
う
と
す
る
」
を
削
り
、

「
第
二
項
第
一
号
イ
」

を

「
同
項
第
一
号
イ
」
に
改
め
、

同
条
第
八
項
中
「
受
け
よ
う

と
す
る
」

を

「
受
け
る
」
に
、

「
当
該
相
続
」

を

「
同
項
の
相
続
」

に
改
め
、

同
条
第
十
一
項
中
「
規
定
は
、
」

の
下
に

「
経
営
相
続
承
継
受
贈
者
が
」

を
加
え
、

同
条
第
十
二
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
条
第
十
六
項
及
び
第
十
七
項
中
「
第
一
項
」

と
あ
る
の
は

「
第
七
十
条
の
七
の
四
第
一
項
」

と

「
経
営
承
継
相
続
人
等
」

と
あ
る
の
は

「
経
営
相
続
承
継
受
贈
者
」

と

「
経
営
承
継
期
間
」

と
あ
る
の
は

「
経
営

相
続
承
継
期
間
(
第
七
十
条
の
七
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
経
営
相
続
承
継
受
贈
者
に
係
る
贈
与
者
が
当
該

経
営
相
続
承
継
受
贈
者
に
係
る
前
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
経
営
贈
与
承
継
期
間
の
末
日
の
翌
日
以
後
に
死
亡
し
た

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
経
営
贈
与
承
継
期
間
)
」
と
、

「
特
例
非
上
場
株
式
等
」
と
あ
る
の
は

「
特
例
相
続
非
上
場
株

式
等
」
と
、

「
認
定
承
継
会
社
」

と
あ
る
の
は

「
認
定
相
続
承
継
会
社
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

四
四
五



四
四
六

第
七
十
条
の
七
の
四
第
十
五
項
中
「
経
営
相
続
承
継
受
贈
者
又
は
」

を

「
経
営
相
続
承
継
受
贈
者
又
は
同
項
の
」

に
改
め

る。
第
四
章
中
第
七
十
条
の
十
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(
相
続
税
及
び
贈
与
税
の
特
例
に
係
る
修
正
申
告
書
等
の
提
出
に
係
る
罰
則
)

正
当
な
理
由
が
な
く
て
第
六
十
九
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
'
第
二
項
、
第
七
十
条
第
六
項
若
し
く
は
第

第
七
十
条
の
十
三

七
項
、
第
七
十
条
の
二
第
四
項
又
は
第
七
十
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
修
正
申
告
書
又
は
期
限
後
申
告
書
を
こ
れ
ら

の
ト
申
告
書
の
提
出
期
限
ま
で
に
提
出
し
な
か
っ
た
者
は
、

一
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
た

だ
し
、
情
状
に
よ
り
、

そ
の
刑
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
十
一
条
の
十
六
第
一
項
中
「
放
送
法
」

の
下
に
「
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
)
」

第
七
十
三
一
条
の
二
第
一
項
中
「
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
」
を

を
加
え
る
。

「
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

第
七
十
五
条
中
「
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
」

を

「
平
成
二
十
四
年
三
一
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、

「
又
は
第
四
号
」

を
削
り
、

「
第
三
号
の
」
を

「
同
号
の
」
に
改
め
、

「
若
し
く
は
第
四
号
の
施
行
再
建
マ
ン
シ
ョ
ン
に
関
す
る
権
利
の
価

額
」
を
削
り
、
同
条
第
四
号
を
削
る
。

O 

-. 
4 

• 

C 



令

，内

f
h
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第
七
十
六
条
の
見
詰
し
そ
「
〈
特
培
農
業
法
人
が
灘
休
麟
地
を
取
得
し
た
場
合
の
所
有
権
の
移
転
議
配
の
税
壌
の
轄

減
〉
」
に
改
め
、
部
門
条
第
一
一
境
及
び
第
二
壊
を
躍
り
、
間
条
第
一
…
一
明
中
「
農
地
法
等
施
行
日
」
を
「
農
地
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
(
平
成
ニ
の
施
行
の
日
〈
次
条
第
一
一
市
慣
に
お
い
て
「
農
地
法
等
筋
一
行
日
」
と
い

一
年
法
律
第
五
十
七
号
)

ぅ。
V

」
に
、

「
開
開
条
第
…
一
事
い
を
吋
農
地
法
第
三
十
五
条
第
二
噴
い
に
絞
め
、
問
項
を
問
条
と
す
る
。

第
七
十
七
条
第
一
噴
出
T

「
、
農

を
「
、

開
条
第
一
理
第
一
号
に
親
定
ず
る
農
用
地
(
次
項
に
お
い
て

「
農
用
地
」

と
い
う
。
)
い
に
改
め
る
。

第
七
十
八
条
を
剖
り
、
第
七
十
八
条
の
ニ
を
第
七
十
八
条
と
す
る
。

第
八
十
条
第
一
寝
中
「
平
或
二
十
二
年
三
月
三
十
一
一
回
」
を

「
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、

問
項
第
一
号

中
「
増
加
(
」
の
下
に

「
こ
れ
ら
の
認
定
に
よ
り
増
加
し
た
資
本
金
の
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た

金
額
の
う
ち
三
千
撞
円
を
超
え
る
蔀
分
並
び
に
」
を
加
え
、

再
現
第
二
号
及
び
第
一
一
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

合
併
に
よ
る
樟
式
会
社
の
設
立
又
は
資
本
金
の
額
の
準
加

イ
又
は
口
に
掲
げ
る
部
分
の
区
分
に
応
じ
イ
又
は
口
に

定
め
る
割
合

イ

資
本
金
の
額
又
は
合
併
に
よ
り
増
加
し
た
資
本
金
の
額
の
う
ち
、
合
併
併
M
L
よ
り
消
滅
し
た
会
祉
の
当
該
合
併
の
直

附
問
問
問
カ



空室

前
に
お
け
る
資
本
金
の
額
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
達
す
る
ま
で
の
資
本
金
の
額
に
対
恋
す
る
部
分

千

分
の

ロ

イ
に
掲
げ
る
部
分
以
外
の
部
分
〈
こ
れ
ら
の
認
慾
に
よ
り
増
加
し
た
資
本
金
の
額
と
し
て
政
令
守
定
め
る
と
こ
ろ

e

に
よ
り
計
算
し
た
金
翻
の
う
ち
一
一
一
千
機
円
安
窺
え
る
部
分
を
鈴
く
。
次
号
口
に
お
い
て
問
じ
。
〉

千
分
の
…
叩
了
一
な

一一… 
分
割
に
よ
る
練
式
会
社
の
設
立
又
泣
資
本
金
の
離
の
増
加

イ
又
は
口
に
掲
げ
る
部
分
の
拡
分
立
応
じ
イ
又
は
口
に

定
め
る
割
合

イ

資
本
金
の
額
又
は
分
割
に
よ
り
増
加
し
た
資
一
本
金
の
額
の
ラ
ち
、
分
割
を
し
た
会
社
の
当
該
分
割
の
直
前
に
お
け

る
資
本
金
の
額
か
ら
当
該
分
割
の
直
後
に
お
け
る
資
本
金
の
額
を
控
除
し
た
金
額
と
し
て
震
務
省
令
で
定
め
る
も
の

一
に
達
す
る
ま
で
の
資
本
金
の
額
に
対
応
す
る
部
分

千
分
の

ロ

イ
に
掲
げ
る
部
分
以
外
の
部
分

千
分
の
一
一
一
・
五

一
第
八
十
条
第
ニ
慣
例
中
ぷ
印
刷
璃
〈
第
一
時
に
限
る
。
)

の
規
定
は
」
そ
「
銀
行
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
が
い
に
、

~
り
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
銀
行
そ
の
他
の
政
令
で
絞
め
る
者
が
出
核
内
閣
総
明
大
鹿
の
」
そ
吋
〈
平
成
ニ

ゐ寸

is 

…
一
年
開
月
一

告
か
ら
平
成

四
年
一
一
一
月
一
一
一
十
一
日
ま
で
の
間
に
さ
れ
た
当
該
決
定
に
係
る
も
の
に
縦
る
。

)

M

L

よ
る
資
本
金
の
棋
の
増

O 

" 

' 

-
w 
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マ

加
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
資
本
金
の
額
の
増
加
の
登
記
に
係
る
登
録
免
許
税
の
税
率
は
、
欝
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
当
該
」
に
改
め
、

「
当
該
株
式
の
引
受
け
又
法
当
該
株
式
の
取
得
に
よ
る
資
本
金
の
鎮
の
増
加
の
」
を
削
り
、

と

さ
に
つ
い
で
機
関
ず
る
い
を
「
も
の
に
限
り
、
登
録
免
許
税
法
第
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
千
分
の
三
・
五
と
す
る
」

民
改
め
あ
。

第
A
十
条
の
ニ
第
一
議
中
「
平
成
一
一
十
一
一
年

三
十
一
司
い
を
「
平
成
‘
一
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、

河
川
相
第

五
号
中
「
取
得
」
の
下
に

一
日
」
を
「
平
成
ニ
十
組
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

「
(
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
徐
く
。
)
」
を
加
え
、

罰
条
第
二
項
中
「
平
成
二
十
二
年
一
二

十

期
八
十
条
の
況
を
細
部
る
。

鱒
八
十
一
条
第
五
壊
及
び
第
六
噴
を
次
の
よ
う
民
改
め
る
。

5 

株
式
会
設
が
、
↑
平
成
ニ
十
一
年
四
月
一
自
か
ら
平
成
一
一
十
五
年
一
一
一
月
三
十
一
自
ま
で
の
聞
に
、
新
設
分
割
又
は
穀
絞
分

割
を
行
っ
た
場
合
の
第
七
十
九
条
(
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
除
く
。
)

の
競
走
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

河
条
第
五
号

中
一
「
合
併
併
」
と
あ
る
の
は
「
分
割
」
と
、

再
号
イ
中
「
千
分
の
三
」
と
あ
る
の
誌
「
千
分
の
回
」
と
、

同
号
ロ

「
千
分

の
コ
一
い
と
あ
る
の
は
「
千
分
の
ニ
十
三
」
と
す
る
。

問
問
九



防
波
。

6 

株
式
会
社
が
、
平
成

…・年
m
同
月
一
門
む
か
ら
平
成

的
年
一
一
一
月
一
一
一
十
…
自
ま
で
の
陪
に
、
新
設
分
割
又
は
吸
収
分

制
を
行
っ
た
場
合
の
第
八
十
条
第
一
一
板
(
第
.
口
汚
か
ら
第

号
、
ま
で
を
除
く
。
〉
又
は
前
条
第
一
一
機
〈
第
一
号
が
ら
第

問
ヴ
ま
で
及
び
第
五
時
を
路
き
、
川
内
条
第
ニ
事
M
L
お
い
て
準
揺
す
る
場
合
を
含
む
。
)

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
八

ト
条
第

A

項
第
五
回
可
中
ぷ
ロ
併
」
と
あ
る
お
詰
「
分
裂
い
と
、
関
門
守
口
小
「
千
分
の
一
一
一
」
と
あ
る
の
は
「
千
分
の
十
二
」

問
項
第
六
号
巾
「
合
併
」
と
あ
る
の
は

と
、
前
条
第
一
項
第
凶
号
中
「
合
評
」
と
あ
る
の
は

「
分
制
的
」
と
、

「
分
割
」

と

「
子
分
の

0
・
五
」
と
あ
る
の
は

「
千
分
の

0
・ムハ」

と
す
る
。

第
八
十
二
条
の
見
出
し
中
「
免
説
」
を
「
説
率
の
軽
議
」
に
攻
め
、

同
条
第
一
一
壌
中
「
平
成
二
卜

A

一
年
三
月
三
十
一
日
」

を

「
平
成
二

三
年
三
月
三
十
一
言
」

テ
」
、;
 
「
次
に
」

を

「
次
の
各
号
に
」
に
、

「
そ
の
登
記
に
づ
い
て
は
、
登
録
免
許
税

を
課
さ
な
い
」
を
-
「
当
該
登
記
に
係
る
登
録
免
許
説
の
税
率
辻
、
登
録
免
許
税
法
第
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各

号
に
掲
げ
る
事
項
の
一
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
制
都
合
と
す
る
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

株
式
会
社
の
資
本
金
の
懇
の
増
加

千
分
の

ニ
滑
走
路
、
着
陸
帯
、
誘
導
路
及
び
エ
プ
ロ
ン
の
諮
に
供
す
る
土
地
(
こ
れ
に
隣
接
す
る
土
地
で
こ
れ
ら
の
施
設
と
一

体
と
な
っ
て
そ
の
磯
能
を
構
完
す
る
も
の
を
含
む
。
)
並
び
に
調
割
問
擦
空
港
株
式
会
社
法
第
六
条
第
一
事
第
二
号
に

O 

可，

， 
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